
  令和７年度　平戸市立平戸中学校　学校経営計画

１　教育方針
　教育基本法に則り、長崎県及び平戸市の教育方針に基づき、生徒、学校、地域の実態にたち、自ら考
え、正しく判断し、活動できる豊かな人間性を養い、徳・知・体の調和のとれた逞しい生徒の育成を図る。そ
の実現のために全職員がその使命と責任を自覚し、一致協力して本校教育の充実・発展に努める。

 

２　学校経営の基本方針　

 学校教育目標の達成を目指し、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を果たしながら、次代を担う生徒
が育つ学校づくりを一体となって推進し、校訓にある「創造・敬愛・錬磨」の精神を培う心豊かな生徒の育成
に取り組む。
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主体的に学び、粘り強く取り組む生徒（知育）

きまりを守り、思いやりのある生徒（徳育）

心身ともに健康で、意欲に満ちた生徒（体育）

学校経営の視点

(1) 学校は学力・発達の場である

(2) 危機管理は喫緊の課題である

(3) 学 校 は 組 織 体 で あ る

(4) 学校作りは学級経営が基盤である

(5) 教 職 員 は 生徒の 最も身近な 手本である

(6) 学校は地域の財産であり、地域の核である
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(7) 働き方改革・働きがい改革に取り組む


